
 

令和元年度における宮城県長期欠席状況調査（公立小中学校）の結果について 

 

１ 調査の趣旨 

  令和元年度における児童生徒の長期欠席の状況等を調査・分析することにより，本県の喫緊の課題である不

登校の改善のため実効性のある施策の立案につなげていくものとする。 

 

２ 調査対象期間 

  平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで 

 

３ 調査対象（令和元年５月１日現在） 

（１）児童生徒調査 

  〇 県内公立小中学校長期欠席児童生徒（仙台市を除く） ２，７６９人 

    ・小学校   ９７９人 

    ・中学校 １，７９０人 

 

（２）学校調査 

  〇 県内全公立小中学校（仙台市を除く）  ３８４校 

    ・小学校  ２５０校 

    ・中学校  １３４校 

 

４ 回答方法 

  児童生徒調査，学校調査ともに質問紙法による学校の回答 

  （児童生徒調査については，担任をしていた教師等の見立ての回答） 

 

５ 調査結果の概要 

（１）長期欠席の概要について（Ｒ元年度とＨ３０年度比較） 

 

 

（２）平成２９年度から令和元年度における長期欠席児童生徒の状況について 

 

出席10日

以下

（内数）

出席０日

R元(割合)  230(23.5%) 1(0.1%) 　676(69.0%) 218 45 17 　72(7.4%)   979(100%)

H30(割合)  281(31.4%) 0(0%)   548(61.4%) 191 25 8 　64(7.2%)   893(100%)

H29(割合)  232(32.2%) 0(0%)   397(55.2%) 137 14 4 　91(12.6%)   720(100%)

R元(割合)  187(10.4%) 0(0%) 1,562(87.3%) 927 195 59 　41(2.3%) 1,790(100%)

H30(割合)  188(10.5%) 0(0%) 1,573(87.6%) 923 161 42 　34(1.9%) 1,795(100%)

H29(割合)  131(8.3%) 0(0%) 1,405(88.7%) 807 147 36 　48(3.0%) 1,584(100%)

 417(15.1%) 　 1(0.0%) 2,238(80.8%) 1,145 240 76  113(4.1%) 2,769(100%)

 469(17.5%) 0(0%) 2,121(78.9%) 1,114 186 50 　98(3.6%) 2,688(100%)

 363(15.8%) 0(0%) 1,802(78.2%) 944 161 40  139(6.0%) 2,304(100%)

その他

長期欠席児童生徒（人）

総計病気
　経済的
　理由

不登校

（内数）

（内数）

Ｒ元小中合計（割合）

Ｈ30小中合計（割合）

Ｈ29小中合計（割合）

90日以上

欠席

30日以上
欠席

小学校

中学校

〇 長期欠席児童生徒数は，昨年度と比較して小学校で８６人の増，中学校で５人の減である。 

〇 不登校は，小学校で１２８人の増，中学校で１１人の減であり，小学校の増加が顕著である。 

〇 そのうち９０日以上欠席の不登校は，小学校で２７人，中学校で４人の増である。 
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集計資料

（１）令和元年度における不登校児童生徒の状況について（学校が回答した不登校児童生徒の個々の状況）

① 不登校児童生徒の学年と不登校のきっかけと継続要因について

〈不登校児童生徒の学年〉 （単位：人）

【不登校児童生徒の現状】

○ 小学１年生から小学６年生まで，

学年が上がるにつれて，不登校児童

数が少しずつ増加している。

○ 中学１年生で不登校生徒数が急激

に増加している。

〈不登校のきっかけと継続要因〉

【小学校】

[きっかけ]

[継続要因]

33.4%
32.2%

25.0%
22.3%

20.7%
13.6%

12.1%
9.6%

8.6%
8.0%

6.7%
3.4%

3.1%
2.5%

1.3%
0.9%

0.3%
0.1%

4.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

不安等の情緒的混乱

無気力

親子関係をめぐる問題

いじめを除く友人関係

学業の不振

家庭生活環境の変化

病気による欠席

その他

家庭内の不和

教職員との関係

本人にかかわる問題

入学，転編入，進級時不適応

意図的な拒否

あそび・非行

学校のきまり等

進路にかかる不安

クラブ，部活動等不適応

いじめ

不明

39.8%
28.6%

27.7%
23.5%

23.2%
18.0%

17.0%
16.1%

14.2%
14.1%

11.4%
8.1%

2.5%
1.6%

1.2%
0.7%

4.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

保護者意識

登校に不安

無気力

生活習慣の乱れ

家庭の状況

怠学傾向

兄弟姉妹が不登校

学校生活の不安

学業不振

集団生活が苦手

友人関係

発達障害

教職員との関係

不明

あそび・非行

いじめ

その他
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【中学校】

[きっかけ]

[継続要因]

【不登校のきっかけ】

○ 小学校では「不安等の情緒的混乱」や「無気力」，「親子関係をめぐる問題」が多い。

○ 中学校では「無気力」や「友人関係」，「学業不振」が多い。

【不登校の継続要因】

○ 小学校では「保護者意識・家庭の教育」や「登校に不安」，「無気力」が多く，主に家庭や本人に係

る要因が多い。

○ 中学校では「登校に不安がある」や「無気力」，「生活習慣の乱れ」が多く，本人に係る要因が多い。

33.7%
32.5%

27.5%
25.7%

17.8%
10.8%

9.9%
9.8%

8.3%
6.1%

4.7%
4.2%
4.2%

4.0%
3.4%

2.4%
1.9%

0.1%
5.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

無気力

いじめを除く友人関係

学業の不振

不安等の情緒的混乱

親子関係をめぐる問題

クラブ，部活動等不適応

家庭生活環境の変化

家庭内の不和

病気による欠席

本人にかかわる問題

入学，転編入，進級時不適応

意図的な拒否

教職員との関係

あそび・非行

進路にかかる不安

不明

学校のきまり等

いじめ

その他

31.8%
27.4%

23.8%
23.3%

21.4%
20.8%
20.7%

18.4%
17.9%

15.4%
7.1%

6.8%
2.9%

2.0%
1.7%

1.3%
0.1%

4.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

登校に不安

無気力

生活習慣の乱れ

学業不振

集団生活が苦手

怠学傾向

保護者意識

学校生活の不安

家庭の状況

友人関係

発達障害

兄弟姉妹が不登校

部活動

あそび・非行

教職員との関係

不明

いじめ

その他
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② 不登校になったきっかけに対する不登校が継続している要因について

◯ 小学校で「不安等の情緒的混乱」がきっかけで不登校になった児童は，「登校に不安がある」「保

護者意識・家庭の教育」「学校生活の不安」が要因で不登校が継続している。

◯ 中学校では「無気力」がきっかけで不登校になった生徒は，「何となく登校しない」「怠学傾向」「保

護者意識・家庭の教育」が要因で不登校が継続している。

◯ 不登校のきっかけや継続している要因から児童生徒の置かれている状況を把握したり，組織で分析

したりするなど適切な初期対応を行う必要がある。

（２）欠席の態様

【小学校】

○ 小学校では，不登校

児童６７６人中の３０１

人(４４．６％）は，月

の半数以上は登校してい

る。

【中学校】

○ 中学校では，不登校

生徒１，５６２人中の

３９５人(２５．２％）

は，月の半数以上は登校

している。

③退学傾向②無気力で何となく登校しない

不登校のきっかけ

（上位３項目，複数回

答）

不登校が継続している要因（上位３項目，複数回答）

小
学
校

１ 不安などの情緒的混

乱
①登校に不安がある ②保護者意識・家庭の教育 ③学校生活の不安

２ 無気力 ①無気力で何となく登校しない ②保護者意識・家庭の教育

①学業不振３ 学業の不振

③集団関係や学校が苦手②友達関係①登校に不安がある２ 友人関係

③保護者意識・家庭の教育②怠学傾向①無気力で何となく登校しない１ 無気力

中
学
校

③何となく登校しない②家庭の状況①保護者意識・家庭の教育
３ 親子関係をめぐる問

題

③生活習慣の乱れ
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（３） 不登校児童生徒に対するアセスメントについて

○ 支援計画を立てた割合は，小学校が６０．４％，中学校は６６．８％である。また，専門職によ

るアセスメントを基に支援計画を立てた割合は，小学校が３９．５％，中学校は４４．７％である。

○ 専門職の内訳は，スクールカウンセラーが最も多く小学校では，２６７名，中学校では６９８名，

スクールソーシャルワーカーは，小学校では１７４名，中学校では４７０名が支援計画作成に関わ

った。その他の専門職としては，小中ともに医師やケースワーカー，他機関のカウンセラーなどが

挙げられた。

【小学校不登校児童】（676人中）

【中学校不登校児童】（1,562人中）

－5－



 

（４） 学校における他機関等との連携について

○ 小学校不登校児童６７６人中，学校が他機関等と連携していたのは５４１人(８０．０％)。連携して

いなかったのは１３５人(２０．０％)である。

○ 中学校不登校生徒１，５６２人中，他機関等と連携していたのは１，１９０人(７６．２％)。連携し

ていなかったのは３７２人(２３．８％)である。

○ 小学校及び中学校不登校児童生徒の他機関等との連携先の上位は共に，「スクールカウンセラー」や「市

町村教育委員会」「病院や診療所」である。

① 小・中学校別学校における他機関等との連携の有無について

【小学校不登校児童】（676人中） 【中学校不登校児童】（1,562人中）

② 小学校における他機関等との連携について

③ 中学校における他機関等との連携について
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（５）教育機会確保法に基づく，多様な教育機会の確保について

○ 小学校では，６７６人中４６３人（６８．５％）の児童の教育機会が確保されており，具体例と

しては別室での学習が最も多く，次いでケアハウスや適応指導教室が挙げられている。その他とし

ては，放課後の登校や家庭訪問による機会確保が多かった。

○ 中学校では，１，５６２人中１，１３４人（７２．６％）の生徒が教育機会の確保がなされてお

り，具体例としては別室での学習が最も多く，次いでケアハウスや適応指導教室が挙げられている。

その他としては，放課後の登校や家庭訪問による機会確保が多かった。確保できなかった理由は，

「本人や保護者の理解が得られなかった」が最も多い。

○ 小中ともに，確保できなかった理由としては，本人や保護者の理解が得られなかった事が最も多

い。

その他の理由としては，「基本的には登校していた」「登校時は教室での学習を行っていた」等が

挙げられている。

【小学校不登校児童】（676人中）

【中学校不登校生徒】（1,562人中）
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